
定 例 公 安 委 員 会 開 催 概 要

１ 開催日

令和８(2026)年４月１日

２ 開催内容

次の議題について、警察本部から説明・報告がなされ、決裁等が行われた。

■全体会議

【公安委員会から】

冒頭、委員から、

「昨日は雨天の中で退職者辞令交付・表彰式が行われ、送別の涙の一日であったが、本

日は晴天であり、決意を新たにするのにふさわしい日だと思う。組織は未来に向かわな

ければならないので、様々な課題があると思うが、新たな気持ちで一つ一つ乗り越えて

いただきたい。また、テレビ等で早速、『本日から自転車にも「交通反則通告制度」が

適用される』旨報道されていたが、市内の自転車利用者も、ヘルメットを被っている方、

良い緊張感を持っている方が増えた印象を受けている。この雰囲気を持続し、交通事故

防止につなげるようお願いしたい。公安委員会も立場の重要性を改めて意識し、活動を

していきたい。」

旨の発言があった。

【警務部議題】

○ 警察あて苦情の受理・処理状況について（令和８年２月末現在）

警察本部から、「本年２月中の受理件数は１件であり、内容は、警察官の対応に関する

ものであった。また、２月中における処理件数は３件であった。」旨の報告があった。

○ 令和８年度監察実施計画について

警察本部から、「令和８年度は、４月から５月にかけ、全警察署を対象に『人事異動後

における新体制の確立状況』を監察項目に業務・服務監察を実施する。本監察は、警察署

の当直時間帯に抜打ち形式で行う予定である。６月から９月は、執行隊を含む本部内所属

を対象に『非違事案防止対策の推進状況』、『人事管理の推進状況』等を項目とする服務

監察、７月から11月は、全警察署を対象に業務・服務監察を実施する。このほか、年間を

通じ警察署の交番・駐在所、本部執行隊分駐隊に対する業務・服務監察を実施する。

『警察署に対する業務・服務監察』については、昨今の非違事案発生状況や各種課題を

踏まえ、業務監察の実施項目に『適正な許認可等事務の推進状況』、『交番・駐在所勤務

員の業務管理及び不適正事案防止のための取組状況』、『交通事故事件の捜査管理及び執

行力向上に向けた指導教養の推進状況』を据え、それぞれを主管する生活安全企画課、地

域課及び交通指導課が行うこととし、服務監察の実施項目には『ハラスメント事案防止対



策の推進状況』、『非違事案防止対策の推進状況』を据え、警務課及び監察課が行うこと

としている。いずれも、署長以下署員への応問を中心に、幹部による指導・教養の実施状

況や署員の理解・浸透度等を把握・検証する方法で行う。このほか今年度も、公安委員出

席の上、非違事案の防止をテーマとする署員との座談会を実施することとしている。」旨

の報告があった。

■個別会議

○ 運転免許課

免許取消等処分関係に係る意見の聴取結果等の説明、決裁

○ 総務課

公安委員会あて苦情に係る調査結果及び処理結果の通知等についての説明、決裁

○ 監察課

監察課業務報告


